
土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

土
地
改
良
法
の
一
部
改
正

一

津
波
又
は
高
潮
に
よ
る
海
水
の
浸
入
の
た
め
に
農
用
地
が
受
け
た
塩
害
の
除
去
の
た
め
必
要
な
事
業
の
土
地
改
良
事
業

へ
の
位
置
付
け

津
波
又
は
高
潮
に
よ
る
海
水
の
浸
入
の
た
め
に
農
用
地
が
受
け
た
塩
害
の
除
去
の
た
め
必
要
な
事
業
に
つ
い
て
、
災
害

復
旧
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

土
地
改
良
施
設
の
突
発
事
故
被
害
の
復
旧
に
お
け
る
手
続
の
簡
素
化

土
地
改
良
施
設
の
突
発
事
故
被
害
の
復
旧
に
つ
い
て
、
災
害
復
旧
と
同
一
の
手
続
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
二
条
、
第
四
十
九
条
及
び
第
八
十
七
条
の
五
関
係
）

三

土
地
改
良
施
設
の
更
新
事
業
に
お
け
る
手
続
の
簡
素
化

土
地
改
良
施
設
の
更
新
事
業
の
う
ち
、
当
該
土
地
改
良
施
設
の
有
し
て
い
る
本
来
の
機
能
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
、
か
つ
、
組
合
員
の
権
利
又
は
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
、
組
合
員
の
同

意
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
八
条
、
第
八
十
五
条
の
三
及
び
第
八
十
七
条
の
二
関
係
）



四

国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
申
請
人
数
の
要
件
の
見
直
し

国
又
は
都
道
府
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
の
申
請
に
必
要
な
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
三
条
資

格
者
」
と
い
う
。
）
の
人
数
の
要
件
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
五
条
関
係
）

五

農
地
中
間
管
理
機
構
が
賃
借
権
等
を
取
得
し
た
農
用
地
を
対
象
と
す
る
申
請
に
よ
ら
な
い
土
地
改
良
事
業
の
創
設

都
道
府
県
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
（
以

（一）
下
「
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
」
と
い
う
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る

こ
と
等
の
要
件
に
適
合
す
る
土
地
改
良
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
関
係
）

の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
る
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概

（二）

（一）
要
に
つ
い
て
、
農
地
中
間
管
理
機
構
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
そ
の
同

意
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
を
貸
し
付
け
て
い
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
貸
付
け
の

相
手
方
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

農
地
中
間
管
理
機
構
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る
農
用
地
の
み
を
事
業
施
行
地
域
内

（三）



農
用
地
と
す
る

の
土
地
改
良
事
業
を
行
う
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

（一）

、
そ
の
農
地
中
間
管
理
権
を
有
す
る
農
用
地
を
貸
し
付
け
て
い
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
貸
付
け
の
相
手
方
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
関
係
）

の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
る
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概

（四）

（一）
要
に
つ
い
て
、
関
係
市
町
村
長
と
協
議
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
関
係
）

都
道
府
県
は
、

の
土
地
改
良
事
業
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
三
条
資
格
者
か
ら
分
担
金
を
徴
収
し
な
い
も
の
と
す

（五）

（一）

る
こ
と
。

（
第
九
十
一
条
関
係
）

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
条
例
で
、
事
業
施
行
地
域
内
農
用
地
を

の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
に
お
い
て
予
定
す

（六）

（一）

る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
を
し
た
者
等
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
一
条
の
二
関
係
）

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
の
う
ち
、
農
用
地
等
以
外
の
用
途
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農
用
地
区
域
内

（七）
の
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
行
う
農
用
地
区
域
の
変
更
は
、
通
常
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
ほ
か
、



そ
の
土
地
に
つ
い
て
の
農
地
中
間
管
理
権
の
存
続
期
間
が
満
了
し
て
い
る
場
合
に
限
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
九
十
二
条
の
二
関
係
）

六

農
業
用
用
排
水
施
設
の
耐
震
化
を
目
的
と
し
た
申
請
に
よ
ら
な
い
土
地
改
良
事
業
の
創
設

国
又
は
都
道
府
県
は
、
脆
弱
性
評
価
の
結
果
、
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
急
速
に
農
業
用
用
排
水

（一）
施
設
の
変
更
を
内
容
と
す
る
土
地
改
良
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
緊
急
耐
震
工
事
計
画
を
定
め

て
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
関
係
）

の
緊
急
耐
震
工
事
計
画
を
定
め
る
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
緊
急
耐

（二）

（一）
震
工
事
計
画
に
つ
い
て
、
国
営
土
地
改
良
事
業
に
あ
っ
て
は
関
係
都
道
府
県
知
事
と
、
都
道
府
県
営
土
地
改
良
事
業
に

あ
っ
て
は
関
係
市
町
村
長
と
協
議
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
関
係
）

七

土
地
の
共
有
者
等
の
取
扱
い
の
見
直
し

同
一
の
土
地
に
つ
い
て
、
共
有
者
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
者
で
三
条
資
格
者
は
、
土
地
改
良
事
業
の
実
施

（一）
の
同
意
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
合
わ
せ
て
一
の
三
条
資
格
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）



所
有
権
等
が
二
人
以
上
の
者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
共
有
に
属
す
る
権
利
を
有
す
る
者
は
、
換
地
計
画

（二）
を
定
め
る
会
議
の
議
決
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
共
有
に
属
す
る
権
利
ご
と
に
、
合
わ
せ
て
一
の

当
該
共
有
に
属
す
る
権
利
を
有
す
る
者
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
関
係
）

の
一
の
三
条
資
格
者
と
み
な
さ
れ
る
者
又
は

の
一
の
共
有
に
属
す
る
権
利
を
有
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
は
、

（三）

（一）

（二）

そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
か
ら
代
表
者
一
人
を
選
任
し
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
土
地
改
良
事
業
の
申
請
者
又

は
土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
百
十
三
条
の
二
第
四
項
関
係
）

第
二

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正

水
資
源
の
開
発
又
は
利
用
の
た
め
の
施
設
の
更
新
事
業
の
う
ち
、
当
該
施
設
の
有
し
て
い
る
本
来
の
機
能
の
維
持
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
土
地
改
良
区
の
組
合
員
の
権
利
又
は
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の

に
つ
い
て
、
当
該
組
合
員
の
同
意
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
三

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

農
地
中
間
管
理
事
業
規
程
の
認
可
の
要
件
と
し
て
、
同
規
程
に
お
い
て
、
農
地
中
間
管
理
権
の
取
得
等
に
当
た
っ
て
、
あ

ら
か
じ
め
、
農
用
地
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
第
一
の
五
の

の
土
地
改
良
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

（一）



説
明
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
三
項
関
係
）

第
四

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
一
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
連
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
）


